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議事要旨： 

それぞれの議題について事務局・市村専門委員・電力中央研究所高橋様より資料説明が行われ、

質疑と意見交換が行われた。各議題の主要な質疑・意見は次の通り。  

 

（１） ディマンドリスポンスの更なる促進について 

ディマンドリスポンスの更なる促進について、市村専門委員・事務局より説明（資料３・４） 

○ 各委員からの説明及び資料について、ご質問はあるか。 

➢ 一次調整力のオフライン枠は、通常のものとどのように異なるのか。 

 OCCTO の需給調整市場検討小委員会で今後細部の検討が行われる予定であるが、フ

レームワークとしては大きく量と価格の切り口がある。価格の切り口では、基本的

にはイコールフッティングでメリットオーダー順に扱われる予定であるが、オフラ

イン枠を設けた際の対応は今後議論となるだろう。量の切り口では、系統全体の規

模において一次調整力の必要量は 3%程度と理解しているが、その中に、オフライン

枠をどの程度導入して良いのかを、今回の実証で検証する予定である。目安として

は、3-5%程度の中央値の 4%と整理はされているが、さらなる詳細は今後議論され

る予定である。 

➢ 資料３の p.4 から、高速な調整力を DSR から出すことは難しいと理解したが、その理由

は何か。制度の要件が厳しいからなのか、優良なリソースがなかなかないからなのか。 

 日本の産業政策と連動するところであり、明確な答えは難しいが、あえて申し上げ

ると、一次調整力は周波数制御であり、系統運用上は必須なものであることから、

保守的に見て、どのレベル感であれば許容できるのかという立ち位置で実証を行っ

ている。欧州のように、6 億 kW 以上の大きな系統規模ならば、応動時間 30 秒の調

整力が数十万 kW 程度あったとしても大きな影響がないだろうが、日本では状況が

異なる。そのため、保守的に見て、かつ需要家の生産ラインをつぶさに検証すると、

適したリソースが限られるということである。 

 

○ 各委員からご意見を頂戴したい。 

➢ 資料３については、一次調整力の難しさや、必要量の少なさを考えると、より必要量が

多く、取り組みやすい要件の商品から DSR が活用されるべきと思われる。資料４につい

ては、省エネ法によって DR の認知を高める意向は理解できたが、報告によるインセン

ティブやメリットをご教示いただきたい。また、報告を次に活かすためにも、どのリソ

ースでどの程度の DR を行ったかという定量データを取っていただきたい。そしてこの

データを、自動化など更なる DR の可能性を高める検討に紐づけられるような制度設計

にしていただきたい。 

➢ 法制度として DR を促進する枠組みは必要と認識するが、インセンティブがどの程度が

あるかという点や、企業の価格弾力性をどの程度考慮して設計されるのかという点が気

になった。 
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➢ 資料４の上げ DR について意見を述べる。制御量評価ワーキンググループでは、High 4 

of 5 や Low 4 of 5 の議論を行った。今回は検証してみて決めるとのことで、DR 実施回

数の報告も高度な DR の報告も内容を確認する必要がある。また、上げ DR は顧客には

料金がかかるものであるため、料金がかかってもインセンティブがあるような小売電気

事業者の仕組み作りを促進する観点も重要だろう。 

➢ 資料３について、ポテンシャルの評価は大切である。その中で、高速の DR に資するリ

ソースが見つかりにくいというのは重要な知見である。一方で、高速の DR に適さなか

った理由を分析することで、他の商品に活用できる可能性も検討でき、DSR のポテンシ

ャルを活かす方法が見つかるのではないか。資料４について、インセンティブの付け方

は課題と感じた。この点において、報告は義務だが、何もしなければゼロと報告すれば

良いとすると、報告の仕組みを作ったにも関わらずインセンティブが働かず、もったい

ないと感じる。報告の労力も踏まえながらではあるが、今後インセンティブを検証して

いく必要があるだろう。 

➢ 具体的な方法については、事務局案に対して意見なし。資料４について、インセンティ

ブは他委員からの意見と同じく課題に思える。インセンティブの例として、医療分野で

は、英国では Pay for Report という仕組みがあり、健康データなど貴重なデータを、お

金を払って収集している。エネルギー分野においても、DR のデータが貴重であるので

あれば、インセンティブ設計は重要である。 

➢ 改正省エネ法によって需要家の関心も高まっており、事業者として感謝申し上げる。こ

れまで契約されていなかった需要家から、改正省エネ法による DR 促進を受けて、問い

合わせを数件受けている。また、需給ひっ迫や環境適合性に適合する DR の実装はアグ

リゲーターの責務である。インセンティブの設計も重要だが、社会コストの低減も軸に

おいて、今後も制度設計に協力していきたい。 

➢ 資料４に関して意見を申し上げる。需給ひっ迫時の上げ DR など、逆向きの DR は需要

の最適化の観点から不適切とされているが、その旨を需要家に対して予め十分に説明い

ただきたい。また、需給面に関しては、kW だけでなく、kWh の問題もある。広域予備

率 5%未満という指標に加えて、kWh の余力率を指標とすることも一案ではないか。加

えて、逆向き DR を実施した場合には、カウント対象外とするだけではなく、エネ庁か

ら需要家等に、逆向き DR が需給運用にどのような影響を及ぼすのかを十分にご説明い

ただき、再発しないよう働きかけていただきたい。 

➢ 資料４に関して、DR を義務と任意の仕組みで促進いただけることは、事業者として賛

成である。また、高度な DR に対するインセンティブは重要であるため、アグリゲータ

ーとして検証に協力していきたい。 

➢ 配電系統という視点で、喫緊の課題は現時点では思い当たらないが、需要家との接点を

担う設備部門として、制度の動向や需要家の関心についても理解を深めて、確りと対応

してまいりたい。 

➢ 発電機の炊き増しによる DR など省エネとは逆方向に動くものもあるので、改正省エネ
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法ではインセンティブの設計を十分に検討する必要がある。 

➢ DR が調整力として調達される際に、効果的に機能する仕組み作りが重要である。その

ため、DR をどのように評価するのかという観点が重要である。事務局から提案のあっ

た方向性に異論なし。 

➢ 資料４について、改正省エネ法により DR 認知の促進となることは重要である。ネット

ワーク事業者としては、需給ひっ迫や、中間期の再エネ余剰という問題があることから、

需要サイドからも調整力を調達したいと考えているため、議論の方向性に異論はない。

一方で、評価はベースラインの問題があり、必ずしも簡単ではないため、検証しながら

詳細を検討していただきたい。 

 

（２） EV 等の電力システムでの活用について 

EV等の電力システムでの活用について、事務局・電力中央研究所高橋様より説明（資料５・６） 

○ 各委員からの説明及び資料について、ご質問はあるか。 

➢ （特に無し） 

 

○ 各委員からご意見を頂戴したい。 

➢ 資料５について、提示された論点で検討を進めていただきたい。EVのデータ活用につい

て、自動車メーカーが保有する走行データを、有料化して提供する動向があると伺って

いる。本検討は、これとどう連動していく予定なのか。また、EVの制御プラットフォー

ムについては、ECHONET Lite なども活用し、定置用蓄電池やエコキュートなど、幅広

いリソースに対応できるようにすべきだろう。 

➢ 資料６の充電シフトについて、p.5 のような特定時間帯で無料充電する条件では、この結

果は当然だろう。今後、どの程度の価格をつければ、充電シフトが確認できるのか、需

要家の価格弾力性の把握が重要となる。その意味では、今冬の電力価格上昇は、市場メ

カニズムによる需要家の価格弾力性が分かる良いケースになるだろう。また、資料５に

ついて、混雑緩和に DR を行うこともあるだろうが、ここでも価格弾力性が重要となる。

近い例として、ロードプライシングがあり、価格付けの事例として参考となるだろう。

一方で、価格付けに関しては、EV 充電に適用し、かつ EV 充電以外でも二重に価格付け

を制度上できるのかは伺いたい。最後に、EVの充電と、家庭の電気のセットメニューで、

需要家が得をするような料金メニューがあれば良いだろう。  

➢ 資料５の p.27 について、２点意見を述べさせていただく。１点目は、今後 EV の大量普

及によって危なくなることがあるということである。当面はフリート EV が普及するこ

とを考えれば、6kW を数十台充電されると、海外では厳しい配電線も出てきている。こ

れらに対して、蓄電池導入や前回紹介した夕方非充電のような充電シフトを考える必要

がある。今回は EV の系統への貢献という視点だったが、EV によって問題が起こされ、

過剰投資や電圧異常が出てくるという視点も、送配電にはご検討いただきたい。２点目

は、ユーザーメリットの視点は重要であることである。ユーザーに対して、充電シフト



5 

 

はメリットがあるという説明や、EV を充電器にコネクトする働きかけをしていかなけれ

ばならない。そのためには、まずユーザーにメリットが出るような仕組み作りを、政策

側に期待している。まとめると、EV 充電の危機回避を幅広に議論すること、6kV 系統へ

の蓄電池導入も検討余地があること、需要家のコネクトの習慣化といった EV ユーザー

教育が今後重要になること、である。 

➢ 資料５の p.27 について、今から活用できるように準備をすることは重要である。特に、

EV は重要な DER となるので、早めに検討を進めることが必要である。資料６について、

今回はメールなど人間系を介して応答してもらうという形だったが、人間系を介すと反

応が悪いこともある。そのため、ある程度の部分を自動化して参加者の負担を軽減する

など、需要家が参加しやすく、インセンティブがある仕組みや自動的に応答する仕組み

の検討が必要となる。 

➢ EVに関しては、諸外国と日本で差異があると認識した。その背景には、環境や制度・仕

組みの違いがあるのだろう。普及においては、制度・仕組みの設計が重要のため、それ

らに着目して、海外の事例を整理いただき、日本での検討の参考にしたい。 

➢ 資料６について、個人所有と法人所有に分けて検討すべきと考えている。どちらもデジ

タル化は不可欠である。欧州では、EV・充電器が増えていると感じているが、欧州の大

都市では、個人所有の EV の場合、充電器が駐車場代わりとなっているという問題もあ

る。個人所有の EV はデジタル化を進めても、自由な行動欲求を管理するのは難しいと

感じている。一方で法人所有の EV の場合は、合理的な行動をエネマネとして制御でき

る可能性がある。電中研様の DP においても、相当なインセンティブがなければ管理が

難しいと考えている。皆が一斉に充電することを避けるためには、例えば、V2G を組織

的に管理する事業会社を立ち上げて、EVをリースで使用する人にはモビリティを担保し

たうえで、デジタル化によりグリッド負荷を軽減するようなビジネスモデルが必要だろ

う。 

➢ EV は重要な課題となる。EV のユーザーとしては、充電のタイミングが難しい。エコキ

ュートや IH の使用と、EV 充電が重なると、ブレーカーが落ちる。エコキュートも IH も

EVも、自分の都合で動いていることが問題の原因のため、お互いの利用状況を通信で把

握し、協調して稼働することが重要である。そのためには、系統側からのシグナルを、

自動的に行う必要がある。その際に、どのようなシグナルをどう入れるかが論点となる。

なお、送配電事業者が使う通信プロトコルはある程度整理されており、家庭では

ECHONET-Lite があるが、スマート充電は充電スタンドまで含め、IEC の場で OCPP が

国際標準になりつつある。どちらを選ぶのかは悩ましいが、プロトコルの違いはプロト

コル変換で対応できると思われるため、まずは最低限やり取りする情報を決めなければ

ならない。また、価格シグナルが重要であり、系統側の混雑状況を知らせるために、ロ

ーカルの取引市場のようなものを作り、そこから価格シグナルを出すことが良いだろう。  

➢ 資料５について、EVはアグリゲートして市場参入することが想定されるが、需給調整市

場検討小委員会では、ブロック時間の短縮や最低供出量の引下げの検討が進められてい
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る。P.27 で記載された通り、EV の特性から、どのような商品要件に適しているのかをご

教示いただき、広域機関とともに市場ルールの更なる改善を検討していきたい。資料６

については、天候によっても充電パターンや充電量が変わるのではないか。今後、季節

別の実証を進められるとのことだが、天候の影響も分析いただきたい。  

➢ 資料５について、EVの充電制御と充放電制御は分けて考えたほうが良い。実証でも、放

電する場合は、EVの情報が見えない（何が繋がっているのかや、電池の容量が見えない）

という問題がある。また、オーナーが放電を許すのかという問題もある。放電によって

電池がどの程度劣化するのかは、自動車メーカーとも協力しながら検討していかなけれ

ばならない。 

➢ ２点ある。１点目は、資料５の P.14 について、需給調整市場のようなエリア全体の需給

調整と、配電系統の混雑管理には大きな違いがあるという点である。配電系統の混雑は、

ピンポイントでのみ生じるものであり、混雑緩和のためには、どの地点にどの程度の

DER があるのかという位置情報が重要となる。そして EV の場合は移動することから、

定置型の蓄電池などと比べると、必要なときに必要な場所でリソースを活用できるのか

といった不確実性が高いという性質がある。また、配電固有の問題として、工事などで

日常的に系統を切り替えることも考慮すべきだろう。現在の NEDO 実証では、配電用変

電所など、一定規模以上のエリアを対象に検討が進められているが、配電線のレベルで、

DER を活用するためには、情報を整理して管理することが重要となる。２点目について

は、DER としての EV が増加すると、配電線に影響が出てくるという点である。家庭充

電と経路充電、目的地充電のうち、特に経路充電は短時間での充電が必要なため、超急

速充電器が導入される可能性があり、配電系統に対して大きな影響があると思われる。

現時点で考えられる影響の軽減策としては、EV充電設備への蓄電池併設などがあるが、

これらをルールとして整備していくという検討も必要ではないか。したがって、今後は

DER としての EV を確実に利用するために配電側からお願いすべき条件や環境整備につ

いて論点にあげてもらい、議論を深めてまいりたい。 

➢ 弊社も車両メーカーや充電器メーカーと議論し、仕様を調整しているところであり、メ

ーカー側の検討スケジュールも考慮していただきたい。事業者ごとに個別の使用となる

ことは避けたい。また、岩船委員がご指摘されたような車両情報の共有についても整理

する必要があるだろう。そして、エネルギーの観点だけでなく、車両情報使って他の用

途での活用方法も議論することが重要だろう。加えて、一般家庭は DP だけでは不十分

で、自動化も必要だろう。系統側や市場側は逐一要求が変わってくるため、一般家庭の

EVは自動化しなければ追従できないだろう。そして、一般家庭の車の使い方は多種多様

で、活用量の予測は法人よりも一段階難しいことから、制度的にも柔軟に検討いただく

必要がある。 

➢ 資料５の p.7 の EV の特質の通り、系統側から見ると EV の系統への貢献の確実性には課

題が残ると思われる。出力制御量を判断するタイミングは、制御する２時間前だが、そ

の時点で EV への充電可能量を正確に把握する必要がある。この把握の精度が低ければ、
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そのための調整力の確保が必要となる。更なる調整力の確保を抑制しながら、効果的に

EV の活用を促進するためには、EV の充電可能量を高い確度で把握する必要がある。そ

のためには、資料５の p.28 の通り、誰がどのようなデータをどのようなタイミングで、

どの程度の頻度で取得するのかという議論が重要となるだろう。 

➢ OCCTO の中でも、需給調整市場の一次調整力のオフライン枠や、低圧リソース活用の

検討を進めているところである。そのため、本検討会とうまく連携しながら、検討を進

めていきたい。 

 

○ 委員からのご質問に対して、事務局から回答をお願いしたい。 

➢ まず資料５について回答する。走行データの連携については、関連業界と議論を始めた

ところであり、相互にうまく活用できるような仕組みを構築していきたい。DER フレキ

シビリティのプライシングについては、重要な観点であり、NEDO 実証でも論点として

挙がっているので検討を進めていきたい。充電シフトの仕組みについては、海外事例も

含めて検討していくほか、全体として、ユーザーから見たメリットについても考慮しな

がら検討を進めていきたい。そのほか、EVの車種別・電圧別の系統貢献の可能性、充放

電毎・ユースケース毎の必要情報、プレーヤー間での情報連携の在り方、価格シグナル

を含めた分散型リソース取引のあり方、どの商品要件に適しているかを踏まえた市場で

の活用の在り方、出力制御タイミングも考えた活用方法等は、今後の配電・市場をテー

マとした回などで議論していきたい。また、データ取得方法等のルールについては、業

界の皆さまとタイムリーに検討していきたい。 

➢ 次に資料４について回答する。DR のインセンティブに関しては、省エネ法では、良い

結果の事例を公表することや、省エネ関連の補助金等での優遇を議論しており、今後検

討していきたい。また、kWh のひっ迫を指標とする案も、今後検討していきたい。 

 

（３） 今後の進め方について 

○ 第三回検討会の詳細については、改めて議題と共に連絡させていただく。 

 

 

―了― 


